
 

 
 

別紙第２号様式（第６条関係）※自己説明・公表様式  

スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞に係る 

セルフチェックシート 

 

団 体 名 
長岡市なぎなた協会 

 

※「対応状況」欄の自己評価 

Ａ：対応している  

Ｂ：一部対応している 

   Ｃ：対応できていない 

項  目 対応状況 

原則１ 法令等に基づき、適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 

（１）法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。  

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

 

（２）法人格を有していない団体は、団体の実態を備え、団体の規約等を遵守し

ているか。 

A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

団体の設立目的、活動理念を明確にした規約を作成し、目的理難に賛同し、理事の多数決の原

理で運営し、代表の決定方法や財産管理の方法について決めている。団体の運営状況について

は長岡市スポーツ協会加盟団体規定に基づいて、毎年、長岡市スポーツ協会に報告している。

団体の財産管理についても、個人の口座でなく、団体専用の口座を用い管理している。 

（３）事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。   A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

各事業の実施にあたっては、長岡市スポーツ推進条例、長岡市体育館の施設条例、長岡市スポ

ーツ協会定款・規約等を遵守している。また、他都道府県、他市町村で活動する場合には、当

該地方自治体の定める条例等を遵守している。特に、施設使用に関する条例がある場合や、安

全管理に関する条例がある場合には、事前に確認を行い、その遵守をしている。 

選手や保護者から個人情報を取得する場合には、個人情報保護法等の順守をしている。 

  



 

 
 

 

項  目 対応状況 

（４）適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備して

いるか。 

  A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

規約により、総会において理事、監事を選任しているほか、年度毎の計算書類及び事業報告に

ついては監査を実施したうえで、理事会及び総会において承認手続きを行っている。 

原則２ 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し、公表すべきである。 

（１）組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し、公表しているか。 A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

なぎなたの修練を通じて心身共に調和の取れた人材を育成することを基本理念とする。A 規約

の中で組織の活動目的を明確にし、毎事業活動開始日までに事業計画を策定し、理事会及び総

会で承認手続きを行っている。 

原則３ 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 

（１）役職員等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、 

又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 

A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

会員全員に長岡市スポーツ少年活動ガイドライン「NAGAOKA SPORTS Compass」の冊子を

配布するとともに、倫理ハラスメント委員会を設けている。長岡市スポーツ協会の実施するコ

ンプライアンス研修会への役員の定期的な参加を促し、より多くの会員にコンプライアンス意

識の徹底を図るため、団体内で研修会の報告会を行っている。 

（２）指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、   

又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 

A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

県なぎなた連盟、長岡市スポーツ協会開催のコンプライアンスに関する研修会への参加を促し

ている。 

原則４ 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 

（１）財務、経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

団体の定める規定により資産および会計について定め、これに準じて会計処理を行っている。

領収書等、後日の会計監査に必要な書類は規定に沿って適切に管理している。 

  



 

 
 

 

項  目 対応状況 

（２）公的補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイド

ライン等を遵守しているか。 

A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

長岡市スポーツ協会からの助成金、補助金については、交付要綱を遵守し、その他の補助金に

ついても、要網、ガイドラインの内容を遵守し適切に処理している。 

（３）会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

規約により、監事 2 名を選任しており、複数名によるチェック体制を整えている。会計処理担

当者は任命制であり不正が起きにくい体制を整えている。 

原則５ 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示 

することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 

（１）法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

ガバナンスコードや長岡市スポーツ協会の定款、・規約に基づき、事業計画書、収支予算書、事

業報告書、決算書、監査報告、役員名簿、総会等の議事録について事務局に備え置くとともに

長岡市スポーツ協会に提出している。 

（２）組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 B 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

組織運営に係る規約、組織体制、事業内容および収支状況などについては、会員全体で共有し

ているが SNS等で外部に対しての開示はしていない。活動計画等に関しては SNSで発信して

いる。 

原則６ 高いレベルのガバナンスの確保が求められていると自ら判断する場合、ガバナンス 

コードの個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきで

ある。 

（１）自ら適用することが必要と考えるガバナンスコードの規定があるか。 B 

原則●について 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

会員以外の外部理事については、適任者の選任について今後検討が必要である。中・長期的な

視野に立った組織運営方法や既存事業の効果については、新潟県なぎなた連盟にて評価・協議

する体制が組まれている。 

  



 

 
 

 

項  目 対応状況 

原則●について 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

 

原則●について 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

 

 

 


